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こうとう区報では、本文の文字に見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

5,504,000円5人

所得制限限度額表(心身障害者難病福祉手当、心身障害者医療費助成共通)

心身障害者医療費助成 平成25年9／1(日)〜平成26年8／31(日)

平成24年中所得対象所得

平成25年8／1(木)〜平成26年7／31(木)心身障害者難病福祉手当
適用期間

(本人等所得−所得控除≦所得限度額)

2人

4,744,000円3人

5,124,000円4人

本人および扶養義務者等
の所得限度額

扶養親族の
数

3,604,000円0人

3,984,000円1人

4,364,000円

20歳以上：本人所得
20歳未満：配偶者または扶養義務者の所得
※次のような扶養家族がいる場合には、左記の所
得限度額にそれぞれ加算されます。
・老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未
満の者に限る)1人につき25万円

※医療費・社会保険料(医療費助成は本人のみ)等
は相当額を控除

重度の障害があるため、日常生

活に常時介護が必要な20歳未満

の方(おおむね身体障害者手帳1・

2級、愛の手帳1・2度程度の方。

あるいはこれらと同等の疾病・

精神障害の方。原則専用の診断

書で判定されます)。ただし次に

該当する方は除く①施設入所者

②障害を理由とする公的年金受

給者。本人および扶養義務者の

所得制限があります。

20歳未満
障害児福祉

手当

重度の障害があるため、日常生

活において常時特別な介護が必

要な20歳以上の方(おおむね身体

障害者手帳1・2級、愛の手帳1・

2度程度でかつ障害が重複してい

る方。あるいはこれらと同等の

疾病・精神障害の方。原則専用

の診断書で判定されます)。ただ

し次に該当する方を除く①施設

入所者②病院等に3か月を超えて

入院している方。本人および扶

養義務者の所得制限があります。

20歳以上
特別障害者

手当

対象者年齢制限手当種類

月額

14,280円

月額

26,260円

手当額

この数字は、東京湾北部地震を

想定した場合の、江東区内の避難

所における避難生活者数です。地

震による被害の規模により、避難

するところは違います。大規模火

災の発生がないようなときには区

立の小中学校などの避難所に避難

し、大規模火災が発生した場合は、

大規模な公園などの避難場所に避

難しましょう。ただし、自宅での

生活が可能である場合は避難を行

う必要はありません。あくまで基

本は自宅での生活であることを念

頭に置き、防災

対策を考えまし

ょう▢問 防災課
災害対策係☎

3647-9587
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萎
縮
症
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満
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ま
た
は
︑
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体
障
害
者
手

帳
�
級
・
愛
の
手
帳
�
度
・
東
京
都

の
難
病
医
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等
助
成
認
定
者
の
65

歳
未
満
の
方
で
︑
手
当
の
手
続
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さ
れ
て
い
な
い
方
は
︑

歳
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誕
生

65

日
の
前
々
日
ま
で
に
申
請
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
︒

歳
以
上
の
方
は
︑

65

新
規
申
請
が
で
き
ま
せ
ん
︒

た
だ
し
︑

歳
以
上
の
方
で
も
︑

65

平
成

年
�
月
以
降
︑

歳
の
誕
生

12

65

日
の
前
々
日
ま
で
に
﹁
所
得
制
限
超

過
・
施
設
入
所
・
江
東
区
に
住
所
が

な
か
っ
た
﹂
と
い
う
理
由
に
よ
り
申

請
手
続
き
が
で
き
な
か
っ
た
方
で
︑

そ
の
後
制
限
事
由
が
な
く
な
っ
た
場

合
の
み
︑
申
請
手
続
き
が
で
き
ま
す
︒

ま
た
︑
所
得
が
下
表
の
限
度
額
以

上
あ
っ
た
な
ど
の
理
由
に
よ
り
受
給

資
格
が
消
滅
し
︑
そ
の
後
制
限
事
由

が
な
く
な
っ
た
方
は
︑
あ
ら
た
め
て
︑

申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
︒

現
況
届
の
提
出
を
忘
れ
ず
に

難
病
で
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る

方
は
︑

月
以
降
も
引
き
続
き
受
給

10

す
る
に
は
現
況
確
認
の
た
め
の
届
け

が
必
要
で
す
︒
該
当
す
る
方
に
は
現

況
届
を
郵
送
し
ま
し
た
の
で
︑
必
要

事
項
を
記
入
し
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忘
れ
ず
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
︒
提
出
が
な
い
場
合
は
︑

手
当
が
受
給
で
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な
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な
り
ま
す
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注
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だ
さ
い
︒
現
況
届
が
�

月
上
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宅
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郵
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さ
れ

な
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合
は
ご
連
絡
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だ
さ
い
︒
な

お
︑
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体
障
害
者
手
帳
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�
級
・

愛
の
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帳
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～
�
度
・
脳
性
ま
ひ
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進
行
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症
で
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当
を
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さ

れ
て
い
る
方
は
︑
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況
届
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提
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不
要
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ま
た
︑
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療
券
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効
期
間
満
了
日
が
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成

年

月
�
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日
以
降
の
方
に
は
︑
有
効
期
間
満
了

日
の
属
す
る
月
の
前
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に
︑
現
況
届

を
郵
送
し
ま
す
︒
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心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
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︵
以
下
⃝障
︶
は
︑
心
身
に
重
い
障
害
の

あ
る
方
の
医
療
保
険
の
自
己
負
担
分

︵
一
部
︶
を
助
成
す
る
も
の
で
す
︒

�
月
�
日
︵
日
︶
か
ら
⃝障
受
給
者

証
が
新
し
く
な
り
ま
す
︒

更
新
の
対
象
と
な
る
方
に
は
︑
�

月
末
日
ま
で
に
︑
新
し
い
⃝障
受
給
者

証
を
お
送
り
し
ま
す
︒

﹇
対
象
と
な
る
方
﹈

身
体
障
害
者
手
帳
�
級
・
�
級

︵
心
臓
・
腎
臓
等
内
部
障
害
に
つ
い

て
は
�
級
ま
で
︶
︑
愛
の
手
帳
�
度

・
�
度
の
い
ず
れ
か
を
お
持
ち
の
重

度
障
害
者
の
方
で
︑
所
得
が
基
準
額

以
下
の
方
︵
右
表
︶

※
基
準
額
は
︑
﹁

歳
以
上
の
方
は
︑

20

本
人
の
所
得
﹂
︑
﹁

歳
未
満
の
方

20

は
︑
世
帯
主
等
の
所
得
︵
本
人
が

国
保
の
世
帯
主
等
に
な
っ
て
い
る

場
合
は
︑
本
人
の
所
得
︶
﹂

﹇
対
象
と
な
ら
な
い
方
﹈

①
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

②
保
険
の
自
己
負
担
の
な
い
施
設
に

入
所
し
て
い
る
方

③
﹁
江
東
区
子
ど
も
医
療
受
給
者

証
﹂
を
受
給
し
て
い
る
方

④
重
度
障
害
者
に
な
っ
た
年
齢
が
65

歳
以
上
で
あ
る
方

⑤
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
受
給
者
で

住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方

︵
た
だ
し
︑
重
度
障
害
者
に
な
っ

た
日
か
ら

歳
の
誕
生
日
の
前
々
日

65

ま
で
①
・
②
だ
っ
た
方
︑
ま
た
は
東

京
都
内
に
住
所
が
な
か
っ
た
方
は
対

象
と
な
り
ま
す
の
で
申
請
手
続
き
を
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︑
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別
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害
者
手
当
・
障
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児
福
祉
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当
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︒

対
象
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を
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ず
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て
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い
︒
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は
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の
前
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に
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請

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
︒

ま
た
︑
過
去
に
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受
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証
を
持

っ
て
い
た
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で
︑
所
得
が
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準
額
以

上
あ
っ
た
等
に
よ
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助
成
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で

は
な
く
な
っ
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た
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が
消
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で
︑
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月
�
日
現
在
で
︑
全
国
一
斉
に

10
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
が
行
わ
れ
ま
す
︒

こ
の
調
査
は
︑
住
生
活
に
関
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
施
策
の
た
め
の
基
礎
資

料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ

れ
︑
全
国
約
�
�
�
万
世
帯
の
方
々

を
対
象
と
し
た
大
規
模
な
調
査
で
す
︒

江
東
区
で
は
︑
調
査
対
象
と
し
て

約
�
︑
�
�
�
世
帯
が
無
作
為
に
抽

出
さ
れ
ま
す
︒

選
ば
れ
た
世
帯
に
は
︑
�
月
下
旬

に
調
査
員
が
調
査
票
の
配
布
に
お
う

か
が
い
し
︑

月
上
旬
︑
回
収
に
う

10

か
が
い
ま
す
︒
記
入
さ
れ
た
調
査
票

は
封
筒
に
入
れ
て
調
査
員
に
お
渡
し

く
だ
さ
い
︒

記
入
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す

調
査
票
に
記
入
さ
れ
た
内
容
を
他

に
漏
ら
し
た
り
︑
統
計
の
作
成
以
外

の
目
的
に
使
用
す
る
こ
と
は
︑
統
計

法
に
よ
り
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す

の
で
︑
安
心
し
て
ご
協
力
く
だ
さ
い
︒

▢問
地
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計
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査
係
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の
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を
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さ
れ
る
中
小
企
業

﹇
就
業
実
習
期
間
﹈

月
～
平
成

年

11

26

�
月
︵
約
�
か
月
︶

﹇
企
業
向
け
説
明
会
﹈

▢時
①
�
月
�
日
︵
木
︶
②
�
日

︵
月
︶
︑

日
︵
水
︶
い
ず
れ
も

：

11

10

～

▢場
①
江
東
区
産
業
会
館
︵
東

00陽
�
︱

�
︱

︶
②
︵
株
︶
パ
ソ
ナ

18

︵
千
代
田
区
大
手
町
�
︱

�
︱

�
︶

▢申
電
話
で
︵
株
︶
パ
ソ
ナ
こ
う
と

う
若
者
就
職
応
援
事
務
局

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

▢問
経
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係
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区
で
は
︑
﹁
江
東
区
中
小
企
業
若

者
就
労
マ
ッ
チ
ン
グ
事
業
﹂
を
実
施

中
で
す
︒
正
規
雇
用
と
な
っ
て
い
な

い

歳
未
満
の
区
民
を
対
象
に
︑
�

29
か
月
半
の
研
修
︵
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
︑

Ｐ
Ｃ
ス
キ
ル
等
︶
後
に
︑
区
内
の
中

小
企
業
で
�
か
月
就
労
実
習
し
︑
実

習
先
企
業
へ
の
正
規
雇
用
を
目
指
し

ま
す
︒
就
労
実
習
の
期
間
は
︑
区
が

研
修
生
に
給
与
を
支
給
し
ま
す
︒
採

用
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
防
ぎ
な
が
ら
若

手
人
材
を
採
用
し
ま
せ
ん
か
？

こ
の
事
業
は
︑
江
東
区
が
︵
株
︶

パ
ソ
ナ
に
委
託
し
行
っ
て
い
ま
す
︒

﹇
募
集
条
件
﹈

〇
江
東
区
内
に
本
店
又
は
支
店
営
業

所
が
あ
る
︵
中
小
企
業
基
本
法
に

規
定
さ
れ
る
︶
中
小
企
業

〇
本
事
業
の
趣
旨
に
賛
同
し
︑
就
労

体
験
生
の
受
入
後
︑
正
規
雇
用
で


